
浄化槽の適正な管理浄化槽の適正な管理をお願いします！をお願いします！
浄化槽の保守点検・清掃・法定検査は法律で義務付けられています浄化槽の保守点検・清掃・法定検査は法律で義務付けられています

　浄化槽が適正に維持管理されていないと、浄化されていない汚れた水が流れてしまい、側溝や川、そして琵琶
湖の水の汚れや悪臭の原因になります。今一度、適正な管理ができているかご確認ください。

項目 内容 回数
保守点検

（浄化槽法10条）
装置・機器の点検、調整、修理
の実施および消毒剤の補充など

年３回以上
（処理方式等により異なります）

清掃
（浄化槽法10条）

浄化槽内の汚泥の引き抜き、
装置・機器の洗浄・掃除など

年１回以上
（処理方式等により異なります）

法定検査
（浄化槽法11条）

保守点検および清掃が適正に行
われ、継続して正常に機能して
いるかなど、総合的な検査

年１回
（指定検査機関または指定検査機関から委託を受けた保
守点検業者だけが実施できます）

　
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
町

税
は
、
福
祉
・
医
療
・
教
育
・
ご
み
処
理
な

ど
の
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
大

切
な
財
源
で
す
。

　
滋
賀
県
と
県
内
市
町
に
お
い
て
は
、
地
方

税
の
納
付
促
進
お
よ
び
納
税
秩
序
の
維
持
・

向
上
を
目
的
と
し
て
、
公
平
か
つ
公
正
な
税

務
行
政
を
確
立
す
る
た
め
、12
月
を「
ス
ト
ッ

プ
滞
納
‼ 強
化
月
間
」と
位
置
づ
け
、
県
と

市
町
の
連
携
を
一
層
強
化
し
、
県
内
一
斉
の

滞
納
整
理
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

町
税
の
納
付
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す

●
口
座
振
替

　
取
り
扱
い
金
融
機
関
は
、
滋
賀
銀
行
、
関

西
み
ら
い
銀
行
、
湖
東
信
用
金
庫
、
グ
リ
ー

ン
近
江
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
す
。
通
帳

と
届
出
印
を
ご
持
参
の
う
え
、
金
融
機
関
窓

口
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
で
の
納
付

・
金
融
機
関
や
役
場
の
窓
口

　
日
野
町
役
場
や「
地
方
税
統
一
Q
R

コ
ー
ド
」に
対
応
し
て
い
る
全
国
の
金
融

機
関
で
納
付
で
き
ま
す
。

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　
納
付
書
裏
面
に
利
用
可
能
店
舗
を
記
載

し
て
い
ま
す
。

※
納
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

ど
う
し
て
も
期
限
内
に

納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
…

　
病
気
や
失
業
・
事
業
の

業
績
不
振
な
ど
の
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
方

や
、
生
活
困
窮
・
多
重
債

務
な
ど
に
よ
り
一
時
的
に

町
税
を
各
期
限
内
に
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
な
方

は
、
一
人
で
悩
ん
だ
り
、
放
置
し
た
り
せ
ず

に
、
早
め
に
税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
納
付
相
談
の
際
に
虚
偽
の
申
し

出
を
さ
れ
た
場
合
や
、
納
付
計
画
を
守
ら
ず

分
納
不
履
行
に
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
滞
納

処
分
に
よ
り
強
制
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

納
税
者
間
の
公
平
性
確
保
と

滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
ま
す

　
日
野
町
で
は
、
税
の
公
平
性
と
安
定
的
な

財
源
の
確
保
の
た
め
、
収
納
率
の
向
上
と
滞

納
額
の
縮
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
滋
賀
県
と
県
内
市
町
に
お

い
て
は
、「
滋
賀
県
地
方
税
務
協
議
会
」を
設

置
し
、
県
と
市
町
が
相
互
に
連
携
・
協
働
し

て
滞
納
整
理
に
関
す
る
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
滋
賀
県
中
部
県
税
事
務

所
、
近
江
八
幡
市
、
竜
王
町
お
よ
び
日
野
町

に
お
い
て
は
、
滞
納
処
分
に
お
け
る
協
力
お

よ
び
職
員
の
相
互
派
遣
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
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●
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト

　
納
付
書
の「
地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー
ド
」を

各
種
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
直
接
読
み
取
る
こ
と

で
納
付
で
き
ま
す
。
対
応
の
ア
プ
リ
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
、「
地
方
税
お
支
払
い
サ

イ
ト
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
左
記
の
Q
R
コ
ー
ド
の
地
方
税
お

支
払
い
サ
イ
ト「
e
L-
Q
R
で
お
支
払
い
」

か
ら
納
付
書
の
Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て

の
納
付
も
可
能
で
す
。

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
、
別
途
手
数

料
が
必
要
で
す
。
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バ
ー

コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
納
付
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、納
付
書
の「
地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー

ド
」も
利
用
可
能
で
す
。

税
金
を
滞
納
す
る
と

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
…

❶  

町
税
に
は
納
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
期
限
後
20
日
を
過
ぎ
て
も
納
付

が
な
い
場
合
は
、
督
促
状（
１
件
２
０
０

円
の
手
数
料
を
加
算
）が
発
行
さ
れ
、
延

滞
金（
年
率
14
・
６
％
以
内
）も
課
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
　

❷  

未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
金
融
機

関
・
勤
務
先
・
生
命
保
険
会
社
・
自
宅

捜
索
な
ど
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

❸  

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
財
産（
預
貯

金
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給
与
・
不
動
産
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動
車
等
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、

差
し
押
さ
え
ま
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。

❹
　
差
し
押
さ
え
た
財
産
は
、
公
売
な
ど

に
よ
り
換
価（
換
金
）し
、
滞
納
町
税
に

充
当
し
ま
す
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◆問い合わせ先　上下水道課　下水道担当　☎ 0748-52-6579
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〜
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だ
さ
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〜

◆問い合わせ先　上下水道課　上水道担当　☎ 0748-52-6576

　冬期間にかけて、気温がマイナス４度以下になると水道管が凍結しやすくなります。長期
間留守にする場合や水道を使用しない場合には特に注意が必要になりますので、防寒対策を
お願いします。

特に凍りやすい水道管
　・屋外に露出している水道管
　・風当たりが強く、日かげにある水道管
　・北側になる水道管

水道管の凍結を防ぐには
　水道管に保温チューブや布などを巻いてひもで結んでください。
　メーターボックス内は空洞になっていて水道管が露出している状態です。発泡スチロールや新聞紙、
布をビニール袋に詰めたものをメーターボックスの中に入れてください。

水道管が凍結して水が出ないときは
　凍結した水道管を熱湯などで急激に温めると、水道管に亀裂が生じることがあ
ります。水道管や蛇口などの凍結している部分にタオルや布をかぶせ、ぬるま湯
をゆっくりかけて徐々に溶かしましょう。

水道管が破裂した場合には
　メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止め、日野町の指定給水工事事業者へ修理を依頼してく
ださい。（修繕工事費用は自己負担となります。）

水道管の凍結水道管の凍結ににご注意くださいご注意ください水道管の凍結水道管の凍結ににご注意くださいご注意ください
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な
り
ま
す
。
　

❷  

未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
金
融
機

関
・
勤
務
先
・
生
命
保
険
会
社
・
自
宅

捜
索
な
ど
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

❸  

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
財
産（
預
貯

金
・
給
与
・
不
動
産
・
自
動
車
等
）を
、

差
し
押
さ
え
ま
す
。

❹
　
差
し
押
さ
え
た
財
産
は
、
公
売
な
ど

に
よ
り
換
価（
換
金
）し
、
滞
納
町
税
に

充
当
し
ま
す
。

  

　
な
お
、
令
和
４
年
度
に
お
い
て
は
、

１
２
８
件
で
２
５
，
７
８
１
，
０
８
０

円
の
差
し
押
さ
え（
預
貯
金
・
給
与
な

ど
）を
行
い
、
９
，
３
８
３
，
４
６
５
円

を
換
価
し
ま
し
た
。

eエ

ル

タ

ッ

ク

ス

L
T
A
X

地
方
税
　

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

地
方
税

お
支
払
い
サ
イ
ト

日
野
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◆問い合わせ先　上下水道課　下水道担当　☎ 0748-52-6579

税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

〜
今
一
度
、
納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
確
か
め
く
だ
さ
い
〜

〜
今
一
度
、
納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
確
か
め
く
だ
さ
い
〜

◆問い合わせ先　上下水道課　上水道担当　☎ 0748-52-6576

　冬期間にかけて、気温がマイナス４度以下になると水道管が凍結しやすくなります。長期
間留守にする場合や水道を使用しない場合には特に注意が必要になりますので、防寒対策を
お願いします。

特に凍りやすい水道管
　・屋外に露出している水道管
　・風当たりが強く、日かげにある水道管
　・北側になる水道管

水道管の凍結を防ぐには
　水道管に保温チューブや布などを巻いてひもで結んでください。
　メーターボックス内は空洞になっていて水道管が露出している状態です。発泡スチロールや新聞紙、
布をビニール袋に詰めたものをメーターボックスの中に入れてください。

水道管が凍結して水が出ないときは
　凍結した水道管を熱湯などで急激に温めると、水道管に亀裂が生じることがあ
ります。水道管や蛇口などの凍結している部分にタオルや布をかぶせ、ぬるま湯
をゆっくりかけて徐々に溶かしましょう。

水道管が破裂した場合には
　メーターボックス内の止水栓を閉めて水を止め、日野町の指定給水工事事業者へ修理を依頼してく
ださい。（修繕工事費用は自己負担となります。）

水道管の凍結水道管の凍結ににご注意くださいご注意ください水道管の凍結水道管の凍結ににご注意くださいご注意ください
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